
 

第３６号議案 

 

令和８年度加東市一般会計補正予算（第２号） 

 

 令和８年度加東市の一般会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ３５，２８９千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ２５，５５４，６８５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の廃止は、「第２表 地方債補正」による。 

 

  令和８年６月１日提出 

加東市長 岩 根  正  
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（廃止） （単位　千円）

令和７年度
加東市一般
会計予算に
より事業実
施

地域活性化
事　　　業

77,000

 普通貸借
 又は
 証券発行
（他の地方
公共団体と
の共同発行
を含む。）

償還の方法

－ － － －

利率

補 正 後

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法
備　　考

第２表　　地方債補正

 5.0%以内

　ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金及び地
方公共団体
金融機構資
金につい
て、利率見
直しを行っ
た後におい
ては、当該
見直し後の
利率とす
る。

　政府資金
について
は、その融
資条件によ
り、その他
の場合は債
権者と協定
するところ
による。
　ただし、
市財政の都
合により据
置期間若し
くは償還期
限を短縮
し、繰上償
還し、又は
低利に借換
えすること
ができる。

起債の目的
補 正 前
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令和８年度 

 

 

 

加東市一般会計補正予算（第２号）説明書 
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１　特別職

２　一般職

（１）　総括

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

（　）内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の人数について外書きしたもの  

職 員 数

（人）

比  較

長　　等 0 0 0 0

議　　員 △ 2 △ 8,864 △ 6,468

 

 

△ 6,468

179,550

179,550

0 △ 15,332

0

48,083

0

767,0081,584

767,008

28,098

0

(千円）

住  居

備 　　　  考

通  勤 単身赴任

18,685

0

104,517

105,249

5,821

勤務手当

(千円）

手　  当

給            与            費

共　済　費

15,832

4.65

手　　  当
時 間 外特殊勤務 期末・勤勉

37,016 8,460

26,790

56,105

補正前

長　　等

そ の 他 の
特 別 職

1,666

3 28,200

そ の 他 の
特 別 職

1,666 104,523

計

16 64,969

160,628 28,200

議　　員

（千円）

21,653227,836

議 員 14

長 等 3

区     分 職員数 給　　料 期末手当

1,683 30,548

補正後

8,460

報　　酬
期末手当
年間支給

率

28,200 12,568

（月分） （千円）（人） （千円） （千円） （千円）

0

102,690

102,690

0

共 済 費 合　　計

給               与               費

手  当

(千円）

0

4.65 8,460 49,228 5,821

24,448 89,4174.65

49,228

その他の
手　当

計

（千円）

0.00

55,049

264,815

0 00

8,460

備 考

55,049

104,517

243,162 21,653

（千円）

249,489

89,917

48,083

給　　料 職員手当 計

(千円）

退　職

手　当

（千円）

3,122,981

3,122,960

21

537,363

537,363

0

3,660,344

3,660,323

21

(千円） (千円）

補正後

管理職

28,098

地　域
手  当

(千円）

0

794

0

(千円）

比  較

補正前

手  当

(千円）

管理職員
特別勤務
手　　当

扶  養

区　分 手  当

給   与   費   明   細   書

区  分

△ 15,326計 △ 2 △ 8,858

△ 15,332

そ の 他 の
特 別 職

0 6 6

0 △ 15,326 0

合　　計

0.00

6

15,83217,980 4.65 74,085

18,685

(278)

(0)

457,026

21

1,431,224

0

12,568

26,790

(千円）

手　　当手  当

104,523

1,584

計 1,685 169,486

　

28,200

職員
手当
の

内訳
61,428

61,428

0

794

104,523

補正後

補正前

比  較

349

349

1,234,710

1,234,710

0

(278)
457,047 1,431,224

0

0

104,517

報　　酬
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会計年度任用職員

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

0

(千円） (千円） (千円） (千円） (千円） （千円）

（　）内は、パートタイム会計年度任用職員の人数について外書きしたもの

（２）　報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

　会計年度任用職員

 

0

290,416

290,416

0

15,188

15,188

休日勤務
手　  当

期末・勤勉
手　　  当

退　職
手　当

職員手当
の 内 訳

区　分

補正後

補正前

比  較

勤務手当

936 7,833

321,826

321,826

区   分   増 減 額 （千円） 増  減  事  由  別  内  訳（千円） 説           明 備　　考

163,977

163,977

0

1,258,305

1,258,284

21

1,094,328

1,094,307

21
(0)

0

457,047

457,026

21

315,455

315,455

0

共　済　費 合　　計
備 　　　  考

報　　酬 給　　料 計

給            与            費

報　　酬 21
　給与改定に伴う増減分

職員手当

（人）

0

(269)
補正後

補正前

比  較

66
(269)

区  分
職 員 数

66

　その他の増減分 21 経済センサス市町交付金の増による

特殊勤務
手　　当

時 間 外

936

0

7,833

0

通  勤
手  当

7,453

7,453

0
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　主な歳出補正予算の概要 （単位  千円）

【令和８年度加東市一般会計補正予算（第２号）補足説明資料】

議会運営事業 △ 15,332

　令和８年度加東市一般会計補正予算（第２号）の規模は、３５，２８９千円の減額とし、一般会計の総額を２５，５５４，６８５千円とします。

　歳入予算では、最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付の国庫負担金の交付見込みの増などにより国庫支出金を２３，５９０千円、経営発展

支援事業補助金や地域農業構造転換支援事業補助金の交付見込みの増などにより県支出金を３２，０８８千円増額する一方、下川周辺整備事業にお

いて交付金が採択されたことにより令和７年度予算で実施することとしたため、市債を７７，０００千円減額します。

　歳出予算では、最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付することにより民生費を２８，８４８千円、地域計画に位置付けられた農業の担い手

の農業用機械の購入に係る地域農業構造転換支援事業補助金の増などで農林水産業費を３４，１５９千円増額する一方、議員報酬、議員期末手当の

減により議会費を１５，３３２千円、下川周辺整備に要する費用の減などにより総務費を８４，８１１千円減額します。

事項別
明細書

事業名 補正額
補正額の財源内訳

補正概要
国県支出金 地方債 その他

議会の解散及び議員定数の減少により、議員報酬
及び議員期末手当を減額します。

P.10 まち活性化推進事業 △ 87,104
交付金が採択されたことにより令和７年度予算で
実施するため、事業費を皆減します。

P.10

一般財源

△ 77,000 △ 10,104

△ 15,332
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その他 一般財源

事項別
明細書

事業名 補正額
補正額の財源内訳

補正概要
国県支出金 地方債

6,013

5,875

最高裁判決により平成２５年の生活保護基準改定
が違法であると判断されたことから、平成２５年
８月から令和８年３月までの間に影響のあった生
活保護世帯に差額を支給します。
＜資料No.1＞

財源：国庫支出金【生活扶助費等国庫負担金
17,625千円（補助率75％）】、【最高裁判決等を
踏まえた保護費等の追加給付事務体制整備等事業
補助金3,529千円（補助率100％）】

0

次世代を担う農業者となることを志向する者に対
し、就農後の経営発展に必要な機械、施設の導入
等の取組を支援します。
＜資料No.2＞

財源：県支出金【経営発展支援事業補助金9,018千
円（補助率100％）】

0

P.13 人・農地問題解決推進事業 9,018 9,018

計 27,167 21,154

25,102 25,102 0

3,529 138

17,625

0

地域の中核となって農地を引き受ける担い手の農
業経営の発展に必要な機械、施設の導入等を支援
します。
＜資料No.2＞

財源：県支出金【地域農業構造転換支援事業補助
金25,102千円（補助率100％）】

生活保護事業 3,667

生活保護支給事業 23,500

P.13 地域農業構造転換支援事業

P.11・
12
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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付事業／追加給付事務体制整備等事業 

 

事業について 

 最高裁判決により平成２５年の生活保護基準改定が違法と判断されたため、基準の再検討が行われ、新たな水準に改定された。新たな水準

に基づき、平成２５年８月から令和８年３月までで影響のある生活保護世帯に今回の改定前との生活保護費の差額を追給することとなった。 

差額を追求する生活保護世帯 

・平成２５年８月から令和８年３月の間 生活保護受給中の世帯  ５０世帯 

・対象期間内に生活保護廃止となった世帯 １８５世帯 （世帯主が亡くなられて廃止となった世帯は除く） 

追給額（目安） 

 １世帯 １０万円 ※受給期間や受給中の世帯数等により追給額は異なります。 

 

支給スケジュール（案） 

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月～ 

 ・啓発（ホームページ）         ・案内（廃止世帯）               ・案内（廃止世帯） 

・システム改修  ・各対象世帯給付額確定 

      ・受給中世帯追給（プッシュ型給付） 

               ・廃止世帯申請受付開始～      （申請に応じ、随時給付）          ・未受給対象者整理 

・補助金協議                 ・交付決定                                ・実績報告 

事業費 

追加給付費：５０世帯＋１８５世帯＝２３５世帯           事務費：３，６６７千円 

       ２３５世帯×１０万円＝２３，５００千円 

国庫負担金・補助金 

令和８年度に限り、追加給付とその事務にかかる費用について補助金が交付される。 

追加給付分（補助率３／４）：１７，６２５千円          事務費分（補助率１０／１０）：３，５２９千円 
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資料No.1



資料No.2

事業名
歳出

補正額
歳入

補正額
交付対象者

補助率
（事業費に対
する割合）

補助上限額 交付要件 備考

人・農地問題解決推
進事業（経営発展支
援事業）

9,018,000円
9,018,000円

国
（県）

認定新規就農
者

県支援分の2
倍を国が支援
（例：国
1/2、県1/4、
本人1/4）

750万円（経営
開始資金、交
付対象者は375
万円）
＊夫婦型は、
1.5倍

地域計画の目標地図
に位置づけられるこ
と。
独立就農すること。

本体価格が50万円以
上の機械が対象

地域農業構造転換支
援事業

25,102,000円
25,102,000円

国
（県）

地域計画に位
置付けられた
認定農業者、
認定新規就農
者等

3/10以内 個人1,500万円
法人3,000万円

事業実施地区内にお
いて、3割または4ha
以上の経営面積拡大
等の目標を設定する
こと。

・本体価格が50万円
以上の機械が対象
・成果目標（経営面
積の拡大等）を設定
し、その点数が高い
ものから順に採択さ
れる。

※歳入補正額の列　「国（県）」：国事業であるが県を通じて補助があるため、歳入は県補助金
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